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※参考にパブコメ案からの変更箇所には下線を引いています。 
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Ⅰ 工程表の策定について 

 

消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）では、消費者を取り巻く環境の

変化と課題を踏まえつつ、消費者政策の推進により目指すべき姿を明らかにした

上で、消費者政策を推進する上で考慮すべき視点、５年間で取り組むべき施策の

内容、計画の効果的な実施について定めている。 

このうち、計画の効果的な実施に関しては、消費者基本計画を着実に推進する

ため、消費者基本計画に基づいて関係府省庁等が講ずべき具体的施策について、

消費者基本計画の対象期間中の取組予定を示した工程表を、消費者委員会の意見

を聴取した上で、消費者政策会議において策定し、各府省庁等は、工程表に示さ

れた施策を着実かつ積極的に進めるものとされている。 

 

Ⅱ 本工程表の構成 

 

本工程表は、消費者基本計画において示された、目指すべき姿の実現に向け

て、誰（どの府省庁等）が、いつまでに、具体的に何を実施するのかを明らかに

するとともに、各府省庁等の間で連携が必要な施策については、それらの関係を

明確にするため、図示した資料と図に記載されている施策の内容を可能な限り詳

細に記載した資料により構成されている。 

また、施策の達成度合いを把握するため、消費者基本計画に示されたＫＰＩ

（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）を施策ごとに更に具体化して

いる。さらに、可能な限り、施策の実施による目標を記載している。 

本工程表の各施策の項目番号は、消費者基本計画の第４章（５年間で取り組む

べき施策の内容）に記載された項目番号に対応している。 

なお、別添として、「消費者基本計画第２章（消費者を取り巻く環境の変化と

課題）の各項目と施策の対応関係」を付している。 

 

Ⅲ 本工程表のフォローアップ 

 

本工程表に記載する施策の実施状況については、消費者基本法に基づき、毎年

度、消費者庁が関係府省庁等の協力を得て報告を取りまとめ、政府として国会に

提出する。 

消費者委員会は、本工程表に記載する施策の実施状況について、ＫＰＩも含め

て随時確認し、検証・評価・監視を行う。 

また、消費者政策会議において、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、

消費者委員会の意見を聴取した上で、１年に１回は本工程表を改定し、必要な施

策の追加・拡充や整理、実施状況に応じた施策の実施時期の見直し（前倒しを含

む。）等を行う。 
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